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１．目的                                   

近年、物価の高騰や人件費の上昇を受けて新築住宅の価格は大きく高騰しています。一方で、

県内の空き家は増加傾向にあり、今後さらに人口や世帯数が減少することで空き家が増加し、防

犯や防災、景観の悪化、地域コミュニティの衰退など、様々な社会問題を引き起こす要因となり

ます。 

こうした空き家を手頃な価格の住宅に再生し、中古住宅流通の活性化を図ることは、これから

住宅の購入を検討する子育て世帯等の支援に有効であると考えます。 

そこで、県、市町村及び買取再販事業者※が連携して、各地に眠る多くの空き家を子育て世帯に 

とって魅力的な住宅へとリフォームしたうえで手頃な価格で販売し、若い世帯の定住につなげる

「空き家再生子育て応援事業」（以下、「当該事業」）を実施するため、一緒に当該事業を行ってい

ただける買取再販事業者を募集いたします。 

※買取再販事業者：中古住宅を自社で買い取り、リフォーム等により価値や機能を向上させて販売する事業者 

２．実施事業（空き家再生子育て応援事業）について                         

（１）事業の流れ 

  〈別紙１〉を参照 

（２）事業期間 

   令和８年度から令和１０年度 

（３）事業実施市町村 

   令和８年度：飯塚市、柳川市、遠賀町、築上町 

※令和９年度以降については未定 

（４）募集する買取再販事業者 

   〈別紙１〉に示す事業の流れに沿って「買取再販事業者」の役割を担っていただく事業 

者を募集します。 

３．応募要領                                 

３.１応募要件 
（１）宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業の免許を有していること。 

（２）福岡県内に事業所（本社、支店、営業所等）を有していること。 

（３）直近３年間で、県内における住宅及びその敷地を直接所有者から買い取り、リフォーム 

工事を実施した後、自ら売り主として販売した実績を有すること。 

（４）当該事業の実施に関して、県との連絡調整や事業全体の進捗管理を行う統括責任者を配

置すること。 

（５）当該事業の実施に必要な免許、許可等に関して、監督官庁より業務停止処分又は業の免

許もしくは登録の取消処分を現に受けていないこと。 

（６）福岡県暴力団排除条例（平成 21 年福岡県条例第 59 号）に定める暴力団員又は暴力団も 

しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

（７）当該事業の実施において、福岡県暴力団排除条例（平成 21 年福岡県条例第 59 号）に定

める暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を、契約（リフォー

ム工事の契約、下請契約（一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む）、資材の購入契

約等）の相手方としないこと。 
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（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申し立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申し立て

がなされている者ではないこと。 

（９）国税及び地方税を滞納していないこと。 

 

３.２応募書類 
  下記の応募書類を提出してください。書類や内容に不備がある場合は、審査対象外となる場

合があります。 

  書類 

様式１ 必要書類チェックシート 

様式２ 申込書 

様式３ 応募者の概要 

様式４ 誓約書 

その他資料 ・宅地建物取引業免許の写し 

・履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本） 

・買取時と販売時の売買契約書の写し 

・リフォーム前後の写真（２枚程度） 

３.３応募書類の提出期限および提出方法 
（１）提出期限 

   令和８年６月１７日（水）午後５時００分 

（２）提出方法 

   応募書類は下記の【提出先】へ、電子メールにて提出してください。 

※提出後は、必ず電子メールを送信した旨を電話で連絡してください。 

【提出先】 

福岡県 建築都市部 住宅計画課 計画係 

電話番号：092-643-3732 

   E-mail：jukeikaku@pref.fukuoka.lg.jp 

３.４応募書類作成の留意事項 
（１）応募書類はすべてＡ４判、文字サイズは 10 ポイント以上としてください。 

（２）活字体（手書きは不可とする）で作成してください。 

３.５審査及び採択について 
 （１）審査方法 

    応募書類に基づき、応募者が要件を満たしているか県が審査し、事業者の採択を決定し

ます。 

 

（２）採択の通知 

県は審査結果に基づき、事業者の採択または不採択を決定し、応募者に対して当該決定

に関する通知書を電子メールにて令和８年７月上旬を目途に通知いたします。 

通知先は応募書類を提出されたメールアドレス宛に通知いたします。 

  

※過去 3年間の
買取再販実績
のうち 1 件分 



4 

 

（３）採択後の手続等 

採択された事業者は、県と「空き家再生子育て応援事業の実施に関する協定書」（別紙２）

を締結していただきます。 

また、採択された事業者を対象に、事業実施に関する説明会を開催いたします。詳細に

ついては、採択通知と併せてお知らせいたします。 

３.６応募に関する留意事項 
（１）応募書類の作成及び提出に要する費用は、応募者側の負担といたします。 

（２）募集要領に示された要件に適合しない、または応募書類に虚偽の記載があった場合には、

提出された応募書類を無効とし、採択を取り消すことがあります。 

（３）応募書類提出後、必要に応じて、県から追加書類の提出依頼、書類内容の確認やヒアリ

ング等を行う場合があります。 

４．その他                               

（１）当該事業の成果について県民および事業者に広く紹介するため、講習会、パンフレット、

ホームページ等に当該事業の実施に関する情報を使用することがあります。 

（２）協定締結事業者は、県が実施するアンケート・ヒアリング等にご協力いただく場合がご

ざいます。 

（３）当該事業を通じて知り得た情報は、本事業以外に利用しないこと。 

 



 

（別紙１） 

１.空き家再生子育て応援事業の流れ 
 

 【事業スキーム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【令和８年度の事業スケジュール（予定）】 

①所有者に対する参加意向調査     ・・・５月上旬以降 

   ②空き家の現況調査          ・・・７月上旬以降 

   ③買取希望価格の提示         ・・・８月上旬以降 

   ④買取条件の協議～⑥空き家の買取   ・・・８月下旬以降 

⑦住宅のリフォーム・販売       ・・・９月上旬以降 

所有者 

買取再販事業者 

市町村 

福岡県 県委託事業者 

連携 

委託 

協定 

①参加意向調査 

②現況調査

④買取条件の協議 

→⑥空き家の買取 

⑦住宅のリフォーム・販売 

⑤補助金 

※必要な場合 

子育て世帯 

③買取希望価格の提示 

（県・市町村を経由） 



 

【事業の詳細】 

 
①空き家所有者に対する当該事業への参加意向調査（市町村） 

・市町村が、把握している空き家所有者に対して、当該事業への参加意向調査を行い、買取再販事

業者の紹介を希望する空き家所有者をリストアップ。 

 
 

 

②空き家の現況調査（県委託事業者） 

・県が委託した不動産事業者が、買取再販事業者の紹介を希望した空き家所有者と現地を訪問 

し、建物の状態や権利関係の状況を調査して空き家の物件情報を整理。 

 
 

 

③買取希望価格の提示（買取再販事業者） 

・買取再販事業者は、県から提供される空き家の物件情報を基に、買取再販の可否を検討し、可 

能であれば買取希望価格を県に提示。（県は期限内に提示された事業者からの価格リストを市町 

村を通じて所有者に提供し、所有者はその中から話を聞きたいと思う事業者を選んで市町村に 

回答。） 

 
 

 

④買取条件の協議（買取再販事業者） 

  ・県から連絡を受けた買取再販事業者は、現地の状況を確認した上で、所有者と買取価格について

協議を行う。 

・売却するために相続等の手続が必要な場合は、買取再販事業者は速やかに手続が進むための助言 

を行う。（この際、必要に応じて⑤の補助金制度の利用を促す。） 

 

 

 

⑤空き家再生・相続手続支援補助金（市町村・県） 

・市町村が窓口となり、空き家の相続等の手続にかかる費用を補助。 

※相続等の手続：不動産登記、相続人確定、境界確認、測量 等 

 

 

 

⑥空き家の買取（買取再販事業者） 

・買取再販事業者は、空き家所有者と空き家及びその敷地について売買契約を締結。 

 
 

 

⑦住宅のリフォーム・販売（買取再販事業者） 

・買取再販事業者は、買い取った住宅を子育て世帯にとって魅力的な住宅※にリフォームし、子育 

て世帯をターゲットとした販売を行う。（販売先を子育て世帯に限定はしないが、子育て世帯を 

対象とした積極的な PR や販売促進策※を実施）  

※「子育て世帯にとって魅力的な住宅」「販売促進策」については「２.留意事項」を参照 

補助を利用する場合 利用しない場合 

空き家所有者による相続等の手続完了 



 

 

２.留意事項 

 
（１）買取再販事業者は本事業において、以下の対応を行うこと。 

①昭和５６年５月３１日以前に建てられた住宅である場合、耐震診断等により耐震性を

有していることの確認を行うとともに、耐震性が不足している場合は耐震改修工事を

行うこと。 

②当該事業の実施状況について、県及び事業実施市町村へ適宜報告を行うこと。 

③県と協議のうえ、住宅購入者に対してアンケートを実施すること。 

④県、市町村が実施する当該事業の広報等に関して、資料の提供等の協力を行うこと。 

⑤当該事業の実施おいて、空き家所有者や買主等に対し、誠実な対応を行うこと。 

 

 

（２）「子育て世帯にとって魅力的な住宅」へのリフォーム内容として、以下のような工事を想

定しています。 

【例】 

 〇広い収納やユーティリティスペースの設置 

 〇家族で過ごせる広いリビングへの間取りの変更 

 〇畳のフローリング化 

 〇おしゃれな外壁やエントランスへの改修 

 〇見守りしやすいアイランドキッチンの設置 

 〇親子で一緒に入浴するための広い浴室の設置 

 〇2 台以上停められる駐車スペースの設置   等 

 

（３）子育て世帯を対象とした「販売促進策」として、以下のような内容を想定しています。 

【例】 

〇子育て世帯への販売価格の値引き 

 〇家具・家電を〇万円分プレゼント 

 〇住宅トラブル（水回りなど）時の緊急駆けつけサービスの提供 

 〇引越し費用の一部負担  等 

 

 



（別紙２） 

 

 

 

 

 

空き家再生子育て応援事業の 

実施に関する協定書（案） 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県 

●●●● 

  



空き家再生子育て応援事業の実施に関する協定書（案） 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と●●（以下「乙」という。）は、空き家再生子育て応援事業（以

下「当該事業」という。）の実施において、次のとおり協定書を締結する。 

 

（事業の目的） 

第１条 当該事業は、近年の住宅価格の高騰と空き家の増加を踏まえ、市町村及び買取再販

事業者と連携し、空き家を若年・子育て世帯にとって魅力的で手頃な価格の住宅に再生する

ことで、子育て世帯等の住宅取得を応援し定住を促進することを目的とする。 

 

（協力事項） 

第２条 甲及び乙は、第１条の目的を達成するため、当該事業の実施について互いに連携協力

するものとする。 

 

（事業実施内容） 

第３条 乙は、「空き家再生子育て応援事業の実施に伴う買取再販事業者の募集について 

募集要領」の内容及び提出した応募書類の内容に基づき、甲と協議して当該事業を実施し

なければならない。 

２ 乙は、やむを得ない事情が生じた場合は、甲の承認を得て提出した応募書類の内容を変更

することができる。 

３ 甲は乙に対して、応募書類の内容について訂正、及び、追加の提出を求めることができる。 

 

（個人情報の保護） 

第４条 甲及び乙は、当該事業を通じて知り得た個人情報については、この協定の期間はもとより、

この協定の終了後も第三者に対して開示又は漏えいしてはならない。 

２ 甲及び乙は、当該事業を通じて知り得た個人情報について、漏えい、窃取、滅失、毀損等

の事故が生じた場合には、速やかに相手方に報告し、必要な措置を講じるものとする。 

 

（守秘義務） 

第５条 乙は、当該事業を通じて知り得た情報については、本事業以外に利用してはならない。 

 

（協議） 

第６条 甲及び乙は、第２条に規定する協力事項の実施に当たっては、十分な協議を行うものと

する。 

２ 本協定に定めがない事項及び本協定に関し疑義が生じた場合には、甲及び乙が協議を行

うものとする。 

 

（適用） 

第７条 本協定の期間は、協定締結の日から令和１１年３月３１日までとする。 

２ 甲及び乙のいずれかが、本協定を解除しようとする場合には、解除する期日の 1 か月前まで

に申し出なければならない。 

３ 甲は、乙が本協定の規定に反したと認める場合には、前項の規定に関わらず、本協定を解

除することができる。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙署名の上、各自その１通を保有する。 



 

 

 

令和 年  月  日 

 

 

甲     福岡県知事  服部 誠太郎 

 

 

 

乙      

 

 

 


